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（平成22年７月31日現在）

・匿名希望（石狩市）　　30,000円

 負担割合 区　　分 自己負担額の合計の基準額
 ３割 現役並み所得者 ６７万円
  一　　　　　般 ５６万円
 １割 区分Ⅱ ３１万円
  区分Ⅰ １９万円

応
募
資
格
な
ど
詳
し
い
内
容
の
問
い

合
わ
せ
先
は
次
の
と
お
り
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部

　
　
　
　
　
　
　

小
樽
地
域
事
務
所

℡
０
１
３
４
│
22
│
５
５
２
１

「
高
齢
者
・
障
害
者
の
人
権
あ
ん

し
ん
相
談
所
」
を
開
設
し
ま
す

　

高
齢
者
や
障
害
の
あ
る
人
々
へ
の

虐
待
な
ど
の
相
談
に
つ
い
て
、「
高

齢
者
・
障
害
者
の
あ
ん
し
ん
相
談
所
」

を
開
設
し
ま
す
。

　

人
権
問
題
に
詳
し
い
人
権
擁
護
委

員
が
秘
密
厳
守
で
相
談
に
応
じ
、
ア

ド
バ
イ
ス
を
し
ま
す
の
で
お
気
軽
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
同
伴
者
と
一
緒
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
車
イ
ス
対
応
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が

あ
り
ま
す
。

日
時　

９
月
15
日
㈬

午
前
９
時
〜
午
後
３
時

場
所　

札
幌
法
務
局
小
樽
市
局

「
相
談
室
」

無
料
法
律
相
談
所
開
設

　

次
の
と
お
り
無
料
法
律
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
。
金
銭
・
不
動
産
な
ど

で
お
困
り
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

◆
日
時　

９
月
15
日
㈬

　
　
　
　

午
後
１
時
〜
午
後
４
時

◆
場
所　

余
市
中
央
公
民
館
２
階

◆
定
員　

６
人（
１
人
の
相
談
時
間
は
30
分
）

【
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
】

余
市
町
役
場　

総
務
課

　

℡
　

21
―
２
１
１
２

※
ご
利
用
さ
れ
る
方
は
、
事
前
に
申

し
込
み
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

自
衛
官
等
を
募
集
し
ま
す

　

看
護
学
生
・
陸
上
自
衛
官（
看
護
）・

防
衛
大
学
校
学
生
・
防
衛
医
科
大
学

校
学
生
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
税

第
3
期
・
納
期
限
9
月
27
日

固
定
資
産
税

第
3
期
・
納
期
限
9
月
30
日

今

月

の

納

税

納
期
内
完
納
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　小樽人権擁護委員協議会では、特設人権・困りごと相談
所を開設します。
　人権問題、結婚・離婚・夫婦・親子等の問題、不動産・
金銭のトラブル、うわさ・暴言によるいやがらせ、雇用・
解雇・給与等の問題、児童・生徒のいじめ・体罰の問題、
その他日常生活の中の様々な問題でお困りの方はお気軽に
ご相談ください。
　相談は無料で、秘密は固く守られます。
日　時　９月20日㈪　午前10時～午後３時
場　所　総合文化センター　１階　娯楽室
相談員　人権擁護委員・法務局職員
問合せ　札幌法務局小樽支局総務係（℡:0134－23－3012）

無料「特設人権・困りごと相談所」を開設します

後期高齢者高額介護合算療養費の申請手続きについて
■高額介護合算療養費
　医療と介護の両方を利用している世帯の自己負担を軽減
する制度です。
　同じ世帯の加入者が、「病院にかかったとき」と「介護サー
ビスを利用したとき」の１年分の自己負担額の合計が表の
基準額を超えた場合は、「超えた額が高額介護合算療養費」
として支給されます。なお、対象となる方については、平
成22年12月以降に郵送により通知しますので、通知があっ
た方は役場窓口にて手続きが必要です。
（※今回通知される方の計算期間は平成21年８月１日から平
成22年７月31日までの期間について対象となる方です。）
【１年分の自己負担額の計算期間：８月１日～翌年７月31日】

お問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合（札幌市）　電話011‒290 ‒5601
積丹町役場　住民福祉課　電話　44－2111

●後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが０円の場合
は対象となりません。

●支給額が５００円未満の場合は支給されません。

船員保険制度の一部が
労災保険制度に統合されました！

仕事が原因の怪我や病気の請求先は、
労働基準監督署に変わりました!!
（注）一部の給付については、引き続き船員保険か

ら給付されますが、請求先は、全国健康保険協
会（協会けんぽ）船員保険部に変わりました。

事業主（船舶所有者）におかれましては、
法人の代表者に当らなくても、特別加
入制度に加入していただくことで、労
災保険による補償を受けることが可能
となります。
（注）なお、一定の加入要件がありますのでご注意

ください。

平成22年１月１日から、
仕事又は通勤が原因での怪我、
病気又は亡くなった
場合の手続きが変わり、
労災保険から給付されるようになりました。
（注）一部の給付については、引き続き船員保険か

ら給付されます。

住民税
非課税世帯 平成22年１月１日から

船員を１人でも雇っている事業主（船舶所有者）
は、船員保険とは別に労災保険にも加入手続き
を行わなければならなくなりました。

厚生労働省　都道府県労働局　労働基準監督署
http://www.mhlw.go.jp/
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予
防
接
種
は
適
期
に
受
け
ま
し
ょ
う
！

住民福祉課
看護師　入江美紀子

健
康
ひ
ろ
ば

健
康
ひ
ろ
ば

　

特
に
乳
幼
児
や
児
童
か
ら
感
染
症
か
ら
身
体
を
守
る
た
め
、
予
防
接

種
は
有
効
な
手
段
と
な
っ
て
お
り
、
適
期
に
受
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　

今
月
は
、
予
防
接
種
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　今一度、お子様の母
子手帳で、接種してい
ない予防接種がないか
ご確認下さい。
　接種対象者年齢を過
ぎると、自己負担での
接種となりますので、
ご注意ください。

フ
テ
リ
ア
・
破
傷
風
（
二
種
混
合
）、

麻
し
ん
・
風
し
ん
混
合
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
】

●
任
意
接
種

　

定
期
接
種
を
接
種
対
象
年
齢
以
外

の
時
期
に
接
種
し
た
り
、
定
期
接
種

以
外
の
ワ
ク
チ
ン
（
お
た
ふ
く
か
ぜ

や
、
水
ぼ
う
そ
う
な
ど
）
の
予
防
接

種
を
受
け
る
も
の
で
す
。
予
防
接
種

は
、
自
己
負
担
で
受
け
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

●
生
ワ
ク
チ
ン

　

生
き
た
病
原
体
の
毒
性
を
弱
め
た

も
の
を
い
い
ま
す
。（
ポ
リ
オ
、
麻

し
ん
・
風
し
ん
混
合
、
Ｂ
Ｃ
Ｇ
）

●
不
活
化
ワ
ク
チ
ン

　

病
原
体
を
殺
し
、
免
疫
を
つ
く
る

の
に
必
要
な
成
分
を
取
り
出
し
て
つ

　

感
染
症
の
発
生
と
ま
ん
延
を
防
ぐ

た
め
や
、
病
気
か
ら
身
体
を
守
る
た

め
に
各
種
予
防
接
種
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　

ま
た
、
一
人
ひ
と
り
が
予
防
接
種

を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
病

気
の
流
行
を
防
ぐ
こ
と
も
で
き
ま

す
。

●
定
期
接
種

　

予
防
接
種
法
及
び
結
核
予
防
法
に

定
め
ら
れ
て
い
る
予
防
接
種
を
定
め

ら
れ
た
接
種
期
間
に
行
う
も
の
で

す
。
予
防
接
種
は
、
無
料
で
受
け
ら

れ
ま
す
。【
ポ
リ
オ
、
ジ
フ
テ
リ
ア
・

百
日
咳
・
破
傷
風
（
三
種
混
合
）
ジ

く
っ
た
も
の
。（
三
種
混
合
、
二
種

混
合
）

●
生
ワ
ク
チ
ン
を
先
に
受
け
た
場

合

　

次
の
接
種
ま
で
に
27
日
間
以
上
あ

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

●
不
活
化
ワ
ク
チ
ン
を
先
に
受
け

た
場
合

　

次
の
接
種
ま
で
に
６
日
間
以
上
あ

け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

Ｂ　　Ｃ　　Ｇ

ポ　　リ　　オ

・ジフテリア
・百日せき
・破傷風
（三種混合）

麻　し　ん

風　し　ん

（混合）

６カ月未満

３カ月から
７歳６カ月未満

３カ月から
７歳６カ月未満

11歳から13歳未満

１歳から２歳未満

５歳から７歳未満
（小学校就学前の１年間）

12歳から14歳未満
（中学１年生相当）

17歳から19歳未満
（高校３年生相当）

１回

２回

初回
→３回
追加
→１回

１回

１回

１回

１回

１回

生後３カ月以上の接種が望ま
しいので、接種については医
師とよく相談してください。
41日以上の間隔で２回経口接種
春（４月）と、秋（10月）に予定
しています。
初回：20日から56日までの間

隔で３回接種。
追加：初回３回終了後、１年

から１年半で接種。
第２期はジフテリア・破傷風
（２種混合）の接種。
１期の予防接種はできるだけ
早期に接種を行う。
小学校就学前の年４月１日か
ら３月31日までに接種。
13歳となる日の属する年度に
ある者で、当該年度の４月１
日から３月31日までに接種。
18歳となる日の属する年度に
ある者で、当該年度の４月１
日から３月31日までに接種。

第１期

第２期

第１期

第２期

第３期

第４期

 種　　　類 接種対象者年齢 接種回数 接種のすすめ

★接種対象者には、直接ご案内しています。
★麻しん・風しん（混合）予防接種、第３期・第４期は、平成24年までの実施となっております。
※ご不明な事がありましたら住民福祉課までお問い合わせください。電話44－2111




